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町
一
般
会
計
に
一
億
三
千
四

百
五
十
七
万
円
を
追
加
す
る
な

ど
十
五
年
度
の
補
正
予
算
三
件

が
提
案
さ
れ
、
審
議
の
結
果
す

べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

今
回
の
一
般
会
計
の
補
正
は
、

一
般
職
の
給
与
改
定
、
特
別
職

及
び
議
員
の
報
酬
削
減
に
よ
る

人
件
費
の
調
整
、
継
続
費
設
定

の
た
い
肥
セ
ン
タ
ー
建
設
費
な

ど
補
助
事
業
の
内
示
に
基
づ
く

事
業
費
の
増
減
、
減
債
基
金
繰

入
金
の
減
額
な
ど
が
骨
子
で
、

増
減
さ
れ
た
主
な
も
の
と
質
疑

の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
た
い
肥
セ
ン
タ
ー
建
設
費
…

一
億
九
千
七
百
七
十
六
万
円

の
増

▽
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
費
…

二
千
七
百
十
八
万
円
の
減

▽
土
地
区
画
整
理
事
業
費
…
三

千
四
十
五
万
円
の
増

▽
水
産
振
興
費
…
五
百
十
八
万

円
の
減

▽
減
債
基
金
繰
入
金
…
七
千
万

円
の
減

▽
新
山
田
病
院
用
地
取
得
業
務

費
…
三
百
四
十
九
万
円
の
増

農
家
の
負
担
が
大
き
く
な
る
の
で
は

問

畜
産
農
家
の
経
営
は
厳

し
い
。
た
い
肥
セ
ン
タ
ー
建
設

で
農
家
の
負
担
が
増
し
、
法
人

か
ら
の
脱
退
や
廃
業
に
つ
な
が

ら
な
い
か
。
運
営
の
リ
ス
ク
は

町
が
負
担
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答

農
協
も
交
え
た
畜
産
農

家
と
の
話
合
い
の
結
果
、
建
設

は
町
で
行
う
が
、
そ
の
後
は
、

受
益
者
で
あ
る
畜
産
農
家
、
農

協
が
責
任
を
負
う
こ
と
で
合
意

し
た
。
セ
ン
タ
ー
を
造
ら
な
い

場
合
の
ほ
う
が
、
農
家
は
困
る
。

問

た
い
肥
セ
ン
タ
ー
は
家

畜
排
せ
つ
物
処
理
法
の
施
行
に

よ
り
、
各
地
に
建
設
さ
れ
る
。
製

品
（
肥
料
）
販
売
の
見
通
し
は
。

答

販
売
は
農
協
が
責
任
を

持
つ
形
で
進
め
る
。
た
い
肥
の

差
別
化
を
図
る
た
め
、
カ
キ
殻

や
ホ
タ
テ
殻
な
ど
、
海
の
廃
棄
物

を
混
ぜ
、
ミ
ネ
ラ
ル
を
含
む
栄

養
分
豊
富
な
た
い
肥
と
し
た
い
。

問

た
い
肥
セ
ン
タ
ー
建
設

に
よ
り
雇
用
の
拡
大
が
望
ま
れ

る
が
、
運
営
に
要
す
る
人
員
は
。

答

二
人
と
考
え
て
い
る
。

雇
用
拡
大
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で

は
い
か
な
い
。

問

夏
場
の
や
ま
せ
に
よ
る

匂
い
の
心
配
は
。

答

悪
臭
問
題
は
、
計
画
の

中
で
も
配
慮
し
て
い
る
。
対
策

と
し
て
天
然
エ
キ
ス
や
木
酢
を

使
う
な
ど
、
提
案
さ
れ
て
い
る
。

悪
臭
で
心
配
な
の
は
豚
糞
で
あ

り
、
相
対
量
も
少
な
い
。
こ
の

部
分
に
消
臭
対
策
を
施
せ
ば
問

題
な
い
と
考
え
る
。

町
長
専
用
車
を
売
却

問

町
長
専
用
車
の
売
却
は

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

今
後
の
公
用
車
の
活
用
方
法
は
。

答

広
報
な
ど
で
公
募
し
、

一
般
競
争
入
札
を
考
え
て
い
る
。

売
却
金
額
な
ど
を
も
と
に
、
環

境
に
優
し
い
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
車

（
低
公
害
車
）
を
購
入
し
、
町

長
優
先
と
す
る
が
、
空
き
時
間

に
つ
い
て
は
有
効
活
用
で
き
る

配
置
と
す
る
。

新
山
田
病
院
用
地
の
買
収
状
況
は

問

新
山
田
病
院
の
用
地
買

収
の
状
況
は
。

答

用
地
九
千
八
百
七
十
二

㎡
の
う
ち
個
人
所
有
地
が
七
千

七
百
㎡
で
あ
る
。
地
権
者
十
六

名
全
員
か
ら
理
解
を
得
て
い
る
。

問

水
産
振
興
費
の
減
は
。

答

あ
わ
び
稚
貝
放
流
と
、

船
越
湾
漁
協
の
わ
か
め
棚
整
備

に
か
か
る
補
助
金
の
減
で
あ
る
。

問

織
笠
漁
港
の
荷
揚
げ
使

用
部
分
に
防
舷
材
を
設
置
で
き

な
い
か
。

答

漁
民
の
要
望
も
あ
り
、

今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

た
い
肥
セ
ン
タ
ー
建
設
に
議
論
集
中

一
般
会
計
に
１
億
３
千
４
５
７
万
円
追
加

売却することが決まった町長専用車
■たい肥センターはなぜ必要なの？
平成16年11月１日から「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法

律」の施行により、野積みや素掘りをはじめとする家畜排せつ物の不適当な管理が
できなくなります。この法律は、畜産業を営む者が守るべき管理基準や施設構造基
準を定めたもので、家畜排せつ物の流出や地下浸透を防止するため、たい肥舎など
を整備し資源として有効に利用することなどが定められています。
このことから、町では環境に配慮した畜産経営の支援策としてたい肥センターの

整備を行おうとするものです。
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地
域
総
合
病
院
と
し
て
の
山
田
病
院
を

県
立
病
院
改
革
案
に
対
す
る
意
見
書
を
採
択

議
会
は
「
県
立
病
院
改
革
基

本
プ
ラ
ン
（
案
）
に
関
す
る
意

見
書
」
を
発
議
し
、
全
会
一
致

で
こ
れ
を
可
決
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
県
立
病
院
の
経
営
環
境

を
改
善
す
る
た
め
平
成
二
十
年

度
ま
で
に
七
百
二
十
床
を
削
減

す
る
と
い
う
も
の
で
、
宮
古
保

健
医
療
圏
で
も
六
十
床
を
縮
減

す
る
と
し
て
お
り
、
本
町
の
中

核
医
療
機
関
で
あ
る
山
田
病
院

が
縮
減
対
象
と
な
る
の
で
は
な

い
か
と
懸
念
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
県
と
県
医
療
局
に
対
し

て
次
の
事
項
を
要
望
す
る
も
の

で
す
。

▽
県
立
山
田
病
院
が
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
地
域
総
合
病
院
と

し
て
の
規
模
及
び
機
能
を
持

続
さ
せ
る
こ
と

▽
県
立
山
田
病
院
の
医
師
を
充

足
さ
せ
、
診
療
体
制
の
充
実

を
図
る
こ
と

▽
県
立
山
田
病
院
の
建
設
に

当
っ
て
は
、
規
模
及
び
機
能

面
の
充
実
に
考
慮
す
る
こ
と

◇
　
◇
　
◇
　
◇
　
◇

そ
の
ほ
か
、
可
決
さ
れ
た
議

案
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
山
田
町
町
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

▽
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
人
身

事
故
）
に
係
る
和
解
及
び
こ

れ
に
伴
う
損
害
賠
償
額

▽
船
越
漁
港
（
田
の
浜
地
区
）

漁
業
集
落
環
境
整
備
事
業
下

水
管
渠
（
15
│
１
工
区
）
布

設
工
事
の
請
負
変
更
契
約

全国共励会で最優秀賞を受賞するなど高品質の肉
牛が生産されています（豊間根地区の畜産農家）

第４回臨時会
条例�件、補正予算�件を原案可決

第４回臨時会が、11月19日開かれました。町からは
山田町認可地縁団体印鑑条例の制定、農作物被害者に対
する町税の減免条例など、合わせて６件が提案され、原
案どおり可決されました。

■認可を受けた地縁団体の印鑑登録が可能
地縁団体の代表者などにかかる印鑑登録及び証明に関

する条例が新たに制定されました。これは自治会・町内
会等が保有する集会施設などの財産について、法人格を
持てなかったことから、様々な問題が生じることがあり
ました。こうした事態を改善するため、一定の要件に該
当すれば、町長の認可を受け、法人格を取得（地縁団体
認可制度）できるようになったことによるものです。

■農作物被害者の住民税などの負担を軽減
平成15年の異常低温・日照不足などによる農作物被

害者に対する町税の減免に関する条例が新たに制定され
ました。今回、減免の対象となる人は次の①から③全て
に該当する人です。対象となる税金は、平成15年度分
の町県民税と国民健康保険税の所得割額分で、農業所得
にかかる税額分が対象となります。なお、対象となる納
期は12月以降分となります。
【減免の対象となる人】
①　農作物の被害が30％以上
②　前年の所得が1,000万円以下
③　農業以外の所得が400万円以下

■町職員の給与に関する条例を改正
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定を受け､町

もこれに準じ職員の給与を改めることになりました。今
回の改正では期末手当や扶養手当が減額されるほか月額
給与が減額される内容。これにより職員の平均年収は改
定前より約16万円（2.6％）下がり、全体の給与年額
は５年連続でマイナスとなります。

■町３役及び教育長、議会議員の給与を引き下げ
人事院勧告により一般職と同じく期末手当の支給割合

の引き下げが決まりました。また、景気低迷や異常気象
による農作物の不作、町の一般職員の給与引き下げなど
厳しい経済状況を考え、給与についても減額することに
決まりました。これにより年間の削減額は、町３役と教
育長で約350万円、議員は約270万円となります。減
額内容は次のとおり。
◇町長：給料月額の10％削減
◇助役、収入役、教育長：給料月額の８％削減
◇議会議長：月額7,000円減額
◇議会副議長：月額6,000円減額
◇議会議員：月額5,000円減額


